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介護保険法（平成�年法律第���号）第��条第�項の規定に基づき、指定居宅サービス事業者を次のとおり指定したの

で、同法第��条第�号の規定に基づき告示する。

平成�	年
月��日

島根県知事 澄 田 信 義

���������


土地改良法（昭和��年法律第��号）第	�条第�項の規定により、邑智郡口羽村土地改良区の解散を平成�	年
月��日

付けで認可したので、同条第�項の規定により告示する。

平成�	年
月��日

第��	��号 平成�	年
月��日 (�)

事 業 者 の 名 称 指定した事業 事 業 所 の 名 称 事 業 所 の 所 在 地
指 定
年月日

有限会社 ライプロ 福祉用具貸与 有限会社 ライプロ
八束郡鹿島町大字名分��番
地�

平成�	年

月�日

� �

� �

介護保険法の規定に基づく指定居宅サービス事業者の指定 (高齢者福祉課) �

土地改良区の解散認可 (農 村 整 備 課) �

県営土地改良事業の工事の完了 ( 〃 ) �

保安林の指定の解除（�件） (森 林 整 備 課) �

保安林予定森林 ( 〃 ) �

保安林の指定施業要件の変更 ( 〃 ) �

島根県漁業近代化資金利子補給事業実施要綱の一部改正 (水 産 課) �

島根県漁業経営維持安定資金利子補給事業実施要綱の一部改正 ( 〃 ) �

地籍調査の成果の認証 (用 地 対 策 課) �

公有水面埋立ての免許 (港 湾 空 港 課) �

� �

特定非営利活動法人の設立の認証申請に係る書類の縦覧（�件） (環境生活総務課) 	

肥料の登録の更新 (生 産 振 興 課) �

�����

ナノ材料評価解析装置の調達にかかる一般競争入札の実施 (産 業 振 興 課) �

����������������������������������������������������
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平成�	年
月��日 (金)
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(毎週火・金曜日発行)
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島根県知事 澄 田 信 義

���������	

次に掲げる県営土地改良事業の工事は完了したので、土地改良法（昭和��年法律第���号）第���条の�第�項の規定に

より告示する。

平成�	年
月��日

島根県知事 澄 田 信 義

��������
	

森林法（昭和�	年法律第���号）第�	条の�第�項の規定により保安林の指定を解除するので、同法第��条第項にお

いて準用する同条第�項の規定により告示する。

平成�	年
月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 解除に係る保安林の所在場所

八束郡鹿島町大字佐陀本郷字野原����－	、����－��

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 解除の理由

指定理由の消滅

���������	

森林法（昭和�	年法律第���号）第�	条の�第�項の規定により保安林の指定を解除するので、同法第��条第項にお

いて準用する同条第�項の規定により告示する。

平成�	年
月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 解除に係る保安林の所在場所

那賀郡弥栄村大字門田���－��

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 解除の理由

林道用地とするため

���������	

森林法（昭和�	年法律第���号）第�	条の�第�項の規定により保安林の指定を解除するので、同法第��条第項にお

第��	��号 平成�	年
月��日(�)

事 業 名 完了年月日

吉野地区農道事業（県営農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業） 平成��年�月��日

西代地区農道事業（県営農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業） 平成��年�月��日

上新宮地区農道事業 (県営ふるさと農道整備事業) 平成��年月�日
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いて準用する同条第�項の規定により告示する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 解除に係る保安林の所在場所

隠岐郡西郷町大字中村字荷場山���－��、���－��、���－	�


 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 解除の理由

道路用地とするため

���������	

次の森林を保安林予定森林としたから、森林法（昭和��年法律第��号）第	�条の
第�項の規定により告示する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 保安林予定森林の所在場所

簸川郡大社町大字杵築東字丸山	��	


 指定の目的

土砂の崩壊の防備

� 指定施業要件

立木の伐採を禁止する。

��������
	

次の保安林の指定施業要件を変更する予定であるから、森林法（昭和��年法律第��号）第		条の�において準用する

同法第	�条の
第�項の規定により告示する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

�� 指定施業要件の変更の予定に係る保安林の所在場所と指定の目的 次に掲げる告示で定めるところによる。

平成�	年��月�日島根県告示第���号

� 変更に係る指定施業要件

ア 立木の伐採の方法 変更しない。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。


� 指定施業要件の変更の予定に係る保安林の所在場所と指定の目的 次に掲げる告示で定めるところによる。

平成��年�月��日島根県告示第��号

� 変更に係る指定施業要件

ア 立木の伐採の方法 変更しない。

イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

（ ｢次のとおり｣ は、省略し、その関係書類を島根県庁及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。）

���������	

島根県漁業近代化資金利子補給事業実施要綱（平成�	年島根県告示第���号）の一部を次のように改正する。

第�����号 平成��年�月��日 (	)
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平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� �

� この告示は、平成��年�月��日から施行する。

� この告示による改正後の島根県漁業近代化資金利子補給事業実施要綱の規定は、平成��年�月��日以後に貸し付けら

れた島根県漁業近代化資金について適用し、同日前に貸し付けられた島根県漁業近代化資金については、なお従前の例

による。

������	
��

島根県漁業経営維持安定資金利子補給事業実施要綱（平成�	年島根県告示第��
号）の一部を次のように改正する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

第�条第�号中 ｢��パーセント｣ を ｢���パーセント｣ に改める。

� �

� この告示は、平成��年�月��日から施行する。

� この告示による改正後の島根県漁業経営維持安定資金利子補給事業実施要綱の規定は、平成��年�月��日以後に貸し

付けられた島根県漁業経営維持安定資金について適用し、同日前に貸し付けられた島根県漁業経営維持安定資金につい

ては、なお従前の例による。

������	
�

国土調査法（昭和��年法律第���号）第�
条第�項の規定に基づき、地籍調査の成果を次のとおり認証したので、同条

第�項の規定により告示する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

������	
��

第�����号 平成��年�月��日(�)

別表中

｢

｣

を

｢

｣

に改める｡

年��％以内

年��％以内

年��％以内

年��％以内

年��％以内

年��％以内

年��％以内

年��％以内

年���％以内

年���％以内

年���％以内

年���％以内

年���％以内

年���％以内

年���％以内

年���％以内

調査を行っ

た者の名称
調査を行った時期

成 果 の 名 称
調査を行った地域 認証年月日

地 籍 図 地 籍 簿

出雲市 平成��年度～��年度 �枚 �冊 和久輪 平成��年�月��日

日原町 平成��年度～��年度 ��枚 �冊 日原Ⅰ 平成��年�月��日
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公有水面埋立法（大正��年法律第��号）第�条第�項の規定に基づき、次のとおり公有水面埋立てを免許したので、同

法第��条の規定により告示する。

平成��年�月	�日

島根県知事 澄 田 信 義

� 免許年月日

平成��年
月	�日

� 免許受入

島根県 代表者 島根県知事 澄田信義

� 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

島根県隠岐郡西郷町大字飯田�番、�番�、番�及び�番に接する主要地方道西郷布施線の地先公有水面

イ 区域

次の各地点を順次に結んだ線及び�の地点と�の地点とを結ぶ平成��年の秋分の満潮位（Ｄ�Ｌ�＋�����メートル）

における公有水面と陸地との境界線により囲まれた区域

�の地点 島根県隠岐郡西郷町大字飯田字宮原
番地の国土地理院宮原四等三角点（北緯��度��分	�秒���、東経

���度	�分��秒		�）から���度��分��秒、�	����メートルの地点

�の地点 �の地点から��	度��分	�秒、�����メートルの地点

ウ 面積

�����平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

島根県隠岐郡西郷町大字飯田�番、�番�、番�及び�番に接する主要地方道西郷布施線の地内並びに同町大

字飯田番	�の地内並びに同町大字飯田番�の地内及び同地先公有水面

イ 区域

次の各地点を順次に結んだ線及びＡの地点とＪの地点とを結んだ線により囲まれた区域

Ａの地点 島根県隠岐郡西郷町大字飯田字宮原
番地の国土地理院宮原四等三角点（北緯��度��分	�秒���、東経

���度	�分��秒		�）から���度��分��秒、������メートルの地点

Ｂの地点 Ａの地点から���度	�分	�秒、���	メートルの地点

Ｃの地点 Ｂの地点から��度��分��秒、�����メートルの地点

Ｄの地点 Ｃの地点から���度��分	�秒、	����メートルの地点

Ｅの地点 Ｄの地点から���度�	分��秒、���	メートルの地点

Ｆの地点 Ｅの地点から�	�度��分��秒、����メートルの地点

Ｇの地点 Ｆの地点から��度��分	�秒、����メートルの地点

Ｈの地点 Ｇの地点から���度��分	�秒、�����メートルの地点

Ｉの地点 Ｈの地点から	��度��分��秒、���	�メートルの地点

Ｊの地点 Ｉの地点から	��度��分	�秒、�����メートルの地点

ウ 面積

	�������平方メートル

� 埋立地の用途

道路用地

第�����号 平成��年�月	�日 (�)
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� �

特定非営利活動促進法 (平成��年法律第�号) 第��条第�項の規定に基づき特定非営利活動法人の設立の認証申請があっ

たので､ 同条第�項の規定により次のとおり縦覧に供する｡

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 申請のあった年月日

平成��年�月	日

� 申請に係る特定非営利活動法人の名称

特定非営利活動法人 風の子たき


 代表者の氏名

柳樂 吉樹

	 主たる事務所の所在地

簸川郡多伎町大字口田儀��番地�

� 定款に記載された目的

この法人は､ 環境問題に関心のあるものが協働、協力して自然体験・環境学習および意識の啓発等の活動を行うこと

により、環境にやさしい地球社会を創造することを目的とする。

� 縦覧に供する書類

定款､ 役員名簿､ 設立趣旨書､ 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書並びに設立当初の事業年度及び翌事

業年度の収支予算書

� 縦覧期間

申請書を受理した日から�月間

� 縦覧場所

県政情報センター (県庁南庁舎�階)

特定非営利活動法人の事務所の所在地を所管する隠岐支庁又は総務事務所

特定非営利活動促進法 (平成��年法律第�号) 第��条第�項の規定に基づき特定非営利活動法人の設立の認証申請があっ

たので､ 同条第�項の規定により次のとおり縦覧に供する｡

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 申請のあった年月日

平成��年�月�日

� 申請に係る特定非営利活動法人の名称

特定非営利活動法人 まつえ・まちづくり塾


 代表者の氏名

井ノ上 知子

	 主たる事務所の所在地

松江市石橋町���番地�

� 定款に記載された目的

この法人は､ まちづくりの実践及び提案に関する事業を行い、住民参加のまちづくりのあるべき姿を追求する。また、

まちづくりに関心を持つ多くの者に対し、親睦・交流を深めるための情報提供やネットワークの機会の提供を行うこと

第�����号 平成��年�月��日(�)
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により地域社会への貢献に寄与することを目的とする。

� 縦覧に供する書類

定款､ 役員名簿､ 設立趣旨書､ 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書並びに設立当初の事業年度及び翌事

業年度の収支予算書

� 縦覧期間

申請書を受理した日から�月間

� 縦覧場所

県政情報センター (県庁南庁舎�階)

特定非営利活動法人の事務所の所在地を所管する隠岐支庁又は総務事務所

特定非営利活動促進法 (平成��年法律第�号) 第��条第�項の規定に基づき特定非営利活動法人の設立の認証申請があっ

たので､ 同条第�項の規定により次のとおり縦覧に供する｡

平成��年�月	�日

島根県知事 澄 田 信 義

� 申請のあった年月日

平成��年�月
日

� 申請に係る特定非営利活動法人の名称

特定非営利活動法人 まめだがネット

� 代表者の氏名

大島 恒雄

� 主たる事務所の所在地

簸川郡佐田町大字反辺���番地�

� 定款に記載された目的

この法人は､ 佐田町民及び佐田町を愛する全ての人々に対して、農業が持つ様々な可能性を通して佐田の良さを継承

していくとともに、地域の諸団体と連携しつつ、高齢者と女性を中心に、生きがいを作っていく農業の普及と地産地消

活動の推進を図り、生きがいと健康づくり、都市との交流を促進し、もって地域の発展とそこに暮らす人々の豊な暮ら

しの実現に寄与することを目的とする。

� 縦覧に供する書類

定款､ 役員名簿､ 設立趣旨書､ 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書並びに設立当初の事業年度及び翌事

業年度の収支予算書

� 縦覧期間

申請書を受理した日から�月間

� 縦覧場所

県政情報センター (県庁南庁舎�階)

特定非営利活動法人の事務所の所在地を所管する隠岐支庁又は総務事務所

肥料取締法（昭和	年法律第�	�号）第�	条第�項の規定により、次の肥料の登録を更新したので、同法第��条第�項

の規定により公告する。

平成��年�月	�日

島根県知事 澄 田 信 義

第�����号 平成��年�月	�日 (�)
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� � � � � �

次のとおり一般競争入札に付すので、地方自治法施行令（昭和��年政令第��号）第���条の�第�項及び地方公共団体

の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成�年政令第���号）第�条の規定により公告する。

平成��年	月�
日

島根県知事 澄 田 信 義

� 調達内容

� 購入物品等の名称及び数量

ナノ材料評価解析装置（機器調達、設置、配線、調整等）一式

� 調達案件の仕様等

入札説明書による。

� 納入期限

平成��年�月��日

� 納入場所

島根県松江市北陵町�番地 島根県産業技術センター

� 入札方法

落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の�パーセントに相当する額を加算した額（当該金

額に�円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消

費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の�
�分の�

に相当する金額を入札書

に記載すること。

 入札参加者の資格

� 地方自治法施行令第���条の�第�項の規定に該当しない者であること。

� 地方自治法施行令第���条の�第項各号の規定に該当すると認められる事実があった後、年を経過しない者で

ないこと。また、その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。

� 平成��年及び平成��年に島根県において発注する物品の製造の請負、売買及び借入に係る競争入札の参加資格等

（平成��年島根県告示第�
�号）により資格を認定され、その中分類「理化学機器」においてＡ等級に格付けされた

者であること。

なお、同告示による資格審査を受けていない者にあっては、直ちに同告示二の規定に基づき資格審査の申請手続を

行うこと。

� 物品の製造の請負及び売買に係る入札参加資格者指名停止措置要領（平成��年�月��日付け会発第���号）に基づ

く入札参加資格者指名停止の措置を受け、入札日においてその措置の期間が満了していない者でないこと。

� 入札書の提出場所等

� 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先

〒��
－��
� 島根県松江市殿町�番地

島根県商工労働部産業振興課 担当 曳野

電話 
���－��－����

第���

号 平成��年	月�
日(�)

登録番号 肥料の種類 肥料の名称
保証成分量
(％)

その他の規格
生産業者の氏名又は
名称及び住所

登録有効
期限

島肥登第

���号

なたね油かす及

びその粉末

��
なたね油か

す粉末

窒素全量 ��


りん酸全量 ��


加里全量 ��


該当なし

有限会社影山製油所

島根県出雲市芦渡町

���番地�

平成��年

	月��日



島 根 県 報

� 入札説明書の交付期間及び場所

平成��年�月��日（金）から平成��年�月�日（金）までの間、上記�の場所において交付する。

交付時間は、午前�時から正午まで及び午後�時から午後	時までとする。

� 現場説明会

日時：平成��年�月
日（月）午前��時��分から

場所：島根県松江市北陵町�番地 島根県産業技術センター（テクノアークしまね内）

� 入札参加資格を確認する書類の提出期間及び場所

平成��年�月��日（金）から平成��年�月��日（金）までの間に上記�の場所に提出すること（郵送でも可）。

受付時間は、午前�時から正午まで及び午後�時から午後	時までとする。

� 入札書の受領期限

平成��年�月��日（水）午前��時��分（郵便による入札にあっては、午前��時必着）

� 開札の日時及び場所

日時：平成��年�月��日（水）午前��時��分から

場所：島根県松江市殿町�番地 島根県庁会議棟�階第�会議室

	 その他

� 契約の手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨とする。

� 入札保証金

入札者が見積る契約金額の���分の以上の入札保証金を入札時に納付すること。

ただし、島根県会計規則（昭和��年島根県規則第��号）第��条の�各号のいずれかに該当する場合は、免除する。

� 契約保証金

契約金額の���分の��以上を納付すること。

ただし、島根県会計規則第��条の�各号のいずれかに該当する場合は、免除する。

� 入札者に要求される事項

ア この入札に参加を希望する者は、封印した入札書を受領期限までに提出しなければならないが、入札参加資格を

有することを確認する書類については、入札書の提出に先立ってあらかじめ提出するものとする。

イ 上記の場合、入札者は開札日時までの間において島根県知事から当該書類に関し説明を求められた場合は、それ

に応じなければならない。

� 入札の無効

本公告に示した入札参加資格のない者が入札したとき、入札者に求められる義務を履行しなかったとき、その他島

根県会計規則第��条各号のいずれかに該当するときは、当該入札者の入札は無効とする。

� 落札者の決定方法

本公告に示した物品の納入について履行できると島根県知事が判断した資料を添付して入札書を提出した入札者で

あって、島根県会計規則第��条の規定に基づき定められた予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行っ

た入札者を落札者とする。

� 契約書の作成の要否

要する。

� その他

詳細は入札説明書による。

 �������

� ��������������������������� �!��"���������#$��%�!�!����"!��&�����!�!��� �������'�������%!

� (���%�����!�"����� �����!��� ����������������%��� �����#)#���*�*��������"��+���)

� (���%������!�"��!!�����������!#��#���*�*��������"��+���)

第�+���号 平成��年�月��日 (�)



平成��年�月��日 印刷
平成��年�月��日 発行 発行者 島 根 県 発行所 松江市殿町 島 根 県 庁

印 刷 松江市学園南 松陽印刷所
定価 �か月 �����円

(送料共)
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